
船舶事故調査報告書 

平成３１年１月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 平成３０年５月２６日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 千葉県鋸南
きょなん

町保田漁港西方沖 

 保田港防波堤灯台から真方位２６１°１,６５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０７.５′ 東経１３９°４９.３′） 

事故の概要  プレジャーボートLONG
ロ ン グ

 BEACH
ビ ー チ

は、南進中、定置網に進入し、同網が

損傷した。 

事故調査の経過 平成３０年５月３１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート LONG BEACH、５トン 

 ２３２－４５０５８千葉、株式会社長浜商事 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 箱網のロープ２本に切損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.３ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、保田漁港北西

方沖での釣りを終え、同漁港に向けて南進中、‘同漁港西方沖に設置

された定置網’（以下「本件定置網」という。）に進入した。 

本船は、本件定置網のロープがプロペラに絡み、航行不能となった

が、船長が１１８番通報し、海上保安庁の要請により来援した本件定

置網を管理する漁業協同組合の所有船の乗組員にロープを切断しても

らい、同所有船により保田漁港へえい
．．

航された。 

船長は、本事故当時、ＧＰＳプロッターの画面に残された過去の航

跡を参考にしていたが、ＧＰＳプロッターをよく見ていなかった。 

分析  本船は、保田漁港西方沖を南進中、船長が、ＧＰＳプロッターを使

用して船位の確認を適切に行っていなかったことから、本件定置網に

進入し、本件定置網が損傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、保田漁港西方沖を南進中、船長が、ＧＰ

Ｓプロッターを使用して船位の確認を適切に行っていなかったため、

本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッター等を活用して船位の確認を適切に行い、定置網

が設置されている海域に接近しないよう注意して航行すること。 
 


